
（別紙１） 

 

外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令案の概要 

 

 

１．改正省令案の概要 

①  証券金融会社及び短資業者が行う証券の売買取引を外国為替業務に関する事項の報

告の対象に追加（外国為替の取引等の報告に関する省令（平成 10 年大蔵省令第 29 号。

以下「報告省令」という。）第 21条、第 22条関係） 

現状、証券金融会社 1及び短資業者 2が非居住者との間で行う証券の取得・譲渡の取引

は外国為替及び外国貿易法（昭和 24年法律第 228号。以下「外為法」という。）第 18

条第１項上の資本取引に該当し、これらの者は当該取引の都度報告する義務を負ってい

るところ、当該取引が相当規模に上っていることから、その報告負担に鑑み、資本取引

の報告に代わり、外国為替業務に関する事項の報告の対象に追加することにより、ひと

月分の取引をまとめた報告を可能とするための改正を行う。 

 

② 新型コロナウイルス感染症に係る特例の終了（報告省令附則第 17条関係） 

新型コロナウイルス感染症を理由とする外為法に基づく報告書の提出期限の猶予に

係る特例について、令和５年５月８日に新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更

（「新型インフルエンザ等感染症（いわゆる２類相当）」から「５類感染症」への変更）

されて以降相当期間経過し、経済活動も順次正常化していると考えられることから、当

該特例の規定を削除する。 

 

２．今後の予定 

令和６年 12月１日を目処に、改正省令の公布・施行を予定。 

 

 
1 金融商品取引法第 2条第 30 項に規定される同法上の登録金融機関。 
2 金融商品取引法施行令第 1条の 9第 5号において「主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒
介を業として行う者」と定義される同法上の登録金融機関。 
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